
 

船舶事故調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年３月７日 １８時３０分ごろ 

発生場所 千葉県浦安市総合公園南東方沖 

 浦安沖灯標から真方位０６７°２.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３７.８′ 東経１３９°５６.６′） 

事故の概要  プレジャーボートMazume
マ ズ メ

Ⅱ
ツー

は、西進中、のり養殖施設に乗り揚げ、

同施設を損傷した。 

事故調査の経過 令和５年３月２８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート MazumeⅡ、５.５トン 

２３５－５６１３０東京、株式会社オレンジブルー 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

損傷 本船 プロペラシャフト及びプロペラに曲損 

のり養殖施設 のり網及びの
．
り
．
網のロープ等に破損 

気象・海象 気象：天気 曇り、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日没時刻：１７時４０分 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同僚２人を乗せ、釣り場を移動す

る目的で西進していた。 

船長は、総合公園南東方沖にの
．
り
．
養殖施設（以下「本件施設」とい

う。）があることを知っており、西進を続ければ、本件施設の簡易標

識灯が見えて本件施設を回避できると思った。 

本船は、約５～６ノットの対地速力で西進中、本件施設に乗り揚げ

た。 

船長は、本事故の発生をボートレスキューサービス（Boat 

Assistance Network、以下「ＢＡＮ」という。）に連絡するととも

に、１１８番通報した。 

 船長らは、来援したＢＡＮの救助艇に救助され、東京都江東区所在

のマリーナに到着した。 

 本船は、翌日、本件施設の所有者らにより引き出され、同マリーナ

の所属船にえい
．．

航されて同マリーナに到着した。 

 船長は、本事故後、本件施設の簡易標識灯を視認できなかった理由

が分からず、また、本船に搭載されていたＧＰＳプロッターにのり
．．

ひ
．

び
．
ありと表示されていたことに気付いた。 

 本件施設は、東西に簡易標識灯（灯色黄色、灯質３秒１閃光の灯浮



 

標が３個、及び灯色黄色、灯質４秒１閃光の灯浮標が３個）が設置さ

れていた。 

本船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約１.１ｍであった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析 本船は、西進中、船長が、本件施設の簡易標識灯を視認後に同施設

を回避しようと思っていたところ、同標識灯を見落として航行を続け

たことから、同施設に気付かず、同施設に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が西進中、船長が、本件施設の簡易標識灯を

視認後に同施設を回避しようと思っていたところ、同標識灯を見落と

して航行を続けたため、同施設に気付かず、同施設に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間にの
．
り
．
養殖施設が存在する海域を航行する場合に

は、目視のみに頼らず、レーダー、ＧＰＳプロッター等の航海計

器を有効に使用して見張りを行うこと。 

 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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（令和５年３月７日  

１８時３０分ごろ発生） 
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